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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第１区分
【発行日】令和1年7月25日(2019.7.25)

【公表番号】特表2018-518190(P2018-518190A)
【公表日】平成30年7月12日(2018.7.12)
【年通号数】公開・登録公報2018-026
【出願番号】特願2017-566399(P2017-566399)
【国際特許分類】
   Ｃ１２Ｍ   3/00     (2006.01)
   Ｃ１２Ｍ   1/00     (2006.01)
   Ｃ１２Ｍ   3/04     (2006.01)
   Ｃ１２Ｎ   1/00     (2006.01)
   Ｃ１２Ｎ   5/071    (2010.01)
   Ａ６１Ｌ  27/60     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ１２Ｍ    3/00     　　　Ａ
   Ｃ１２Ｍ    1/00     　　　Ｃ
   Ｃ１２Ｍ    3/04     　　　　
   Ｃ１２Ｎ    1/00     　　　Ｃ
   Ｃ１２Ｎ    5/071    　　　　
   Ａ６１Ｌ   27/60     　　　　

【手続補正書】
【提出日】令和1年6月21日(2019.6.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　細胞又は組織を培養する装置であって、該装置は、
　底部と少なくとも１つの側壁とを備える容器と、前記容器と係合してチャンバを画成す
るように構成された取り外し可能な上部と、
　細胞に関して上に載置される基材を受け入れるように構成されたスキャホールドとを備
え、
　第１の端壁（底部）、前記少なくとも１つの側壁、又は第２の端壁（上部）のうちの少
なくとも１つの少なくとも一部が、気体透過性膜を含み、
　前記装置は、（ａ）前記基材が気体透過性材料と気体連通で配設されていないものであ
る第１のモードと、（ｂ）前記基材を、気体透過性材料と気体連通で配設されるように、
特に前記気体透過性材料と接触するように移動させたものである第２のモードとの間で構
成変更可能である、細胞又は組織を培養する装置。
【請求項２】
　前記装置は、前記チャンバの前記底部と前記チャンバの前記上部との間で、前記スキャ
ホールドの実質的に直線の移動を許容して、前記上部における気体透過性膜に、前記基材
を配設する、請求項１記載の細胞又は組織を培養する装置。
【請求項３】
　前記装置の回転が、前記少なくとも１つの側壁に対して垂直の軸を中心とした前記スキ
ャホールドの実質的に回転的な移動を許容する、請求項１記載の細胞又は組織を培養する
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装置。
【請求項４】
　使用中、気体透過性材料が前記底部と前記上部との両方に存在する場合、前記チャンバ
は、環境から液体封止可能であるが、前記環境と気体連通である、請求項１から３のいず
れか一項に記載の装置。
【請求項５】
　気体透過性材料は、ポリジメチルシロキサンである、請求項１から４のいずれか一項に
記載の装置。
【請求項６】
　前記スキャホールドは、前記基材を受け入れて、前記基材の平面である両側に培養面を
もたらす、請求項１から５のいずれか一項に記載の装置。
【請求項７】
　前記基材は、生体適合膜などの生体適合性材料である、請求項１から６のいずれか一項
に記載の装置。
【請求項８】
　前記基材は、気体透過性である、請求項１から７のいずれか一項に記載の装置。
【請求項９】
　前記基材は、乳酸グリコール酸共重合体（ＰＬＧＡ（poly(lactic co-glycolic acid）
）であるか、又は乳酸グリコール酸共重合体（ＰＬＧＡ）を含む、請求項１から８のいず
れか一項に記載の装置。
【請求項１０】
　前記基材は、静電紡糸によるＰＬＧＡであるか、又は静電紡糸によるＰＬＧＡを含む、
請求項９記載の装置。
【請求項１１】
　前記基材は、細胞の接着、細胞の遊走又は組織の層化を向上させるように処理した面を
含む、請求項１から１０のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１２】
　前記スキャホールドは、内周と外周とを画成する第１の枠体であって、実質的に平面の
上方面を備える前記第１の枠体と、
　内周と外周とを画成する第２の枠体であって、実質的に平面の上方面を備える前記第２
の枠体とを備え、
　前記第１の枠体及び前記第２の枠体は、それらの周囲の少なくとも一部の周辺で取り外
し可能に係り合い、界面を画成して前記基材を受け入れて保持し、
　前記基材は、保持されるとき、前記第１の枠体の前記内周を横断する実質的に平面であ
る配置で保持され、
　前記第１の枠体の前記上方面及び前記第２の枠体の前記上方面は、係り合うとき、実質
的に同一平面上にある、請求項１から１１のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１３】
　前記第２の枠体のその上方面における前記内周の寸法が、前記第１の枠体のその上方面
における前記外周の寸法よりも大きく、前記第１の枠体の少なくとも前記上方面において
、前記第２の枠体が、前記第１の枠体の前記外周の周辺で係合する、請求項１２記載の装
置。
【請求項１４】
　重層表皮組織を産生する方法であって、該方法は、
　（ａ）基材であって、接着した角化細胞が前記基材の面の少なくとも一部にわたって配
設されている前記基材を提供することと、
　（ｂ）少なくとも１つの気体透過性界面を備える細胞培養装置を提供することと、
　（ｃ）前記角化細胞が前記気体透過性界面と接触するように、前記基材を置くことと、
　（ｄ）表皮の層化が起こることを許容するのに十分な時間の間、前記細胞培養装置をイ
ンキュベートすることとを含む、方法。
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【請求項１５】
　細胞の成長を支持するのに十分な量の組織培地中に培養しようとする細胞を含む懸濁液
を提供することと、
　請求項１から１３のいずれか一項に記載の細胞培養装置に前記懸濁液を導入して、前記
細胞の少なくとも一部が前記基材に接着するのに十分な時間の間、前記懸濁液を含有した
前記細胞培養装置をインキュベートすることと、
　前記細胞培養装置を、前記基材が気体透過性材料と接触するものである第２のモードに
合わせることと、
　細胞コンフルエンス、細胞層化又は組織成長のうちの１つ又は複数を許容するのに十分
な時間の間、前記細胞培養装置をインキュベートすることとを含む、請求項１４記載の方
法。
【請求項１６】
　重層表皮組織又は全層皮膚組織を培養する方法であって、該方法は、
　（ａ）細胞の成長を支持するのに十分な量の組織培地中に角化細胞及び線維芽細胞を含
む懸濁液を提供するステップと、
　（ｂ）請求項１から１３のいずれか一項に記載の細胞培養装置に前記懸濁液を導入する
ステップと、
　（ｃ）前記角化細胞及び／又は線維芽細胞の少なくとも一部が前記基材に接着するのに
十分な時間の間、前記懸濁液を含有した前記細胞培養装置をインキュベートするステップ
と、
　（ｄ）前記細胞培養装置を、前記基材が及び／又は細胞が気体透過性膜と気体連通で配
設されるものである第２のモードに合わせるステップと、
　（ｅ）表皮の層化が起こることを許容するのに十分な時間の間、前記細胞培養装置をイ
ンキュベートするステップとを含む、重層表皮組織又は全層皮膚組織を培養する方法。
【請求項１７】
　前記細胞培養装置を、基材が及び／又は細胞が気体透過性材料と接触するものである第
２のモードに合わせるステップと、細胞コンフルエンス、細胞層化又は組織成長のうちの
１つ又は複数を許容するのに十分な時間の間、前記細胞培養装置をインキュベートするス
テップとの間に、
　例えばアクセスポートを介して、培養しようとする細胞を含む第２の懸濁液を導入する
ステップと、
　前記第２の懸濁液内の前記細胞の少なくとも一部が前記基材に接着するのに十分な時間
の間、前記第２の懸濁液を含有した前記細胞培養装置をインキュベートするステップとで
ある追加のステップを含む、請求項１５又は１６に記載の方法。
【請求項１８】
　請求項１４から１７のいずれか一項に記載の方法によって調製した、組織。
【請求項１９】
　線維芽細胞を含む皮層、角化細胞を含む重層表皮層、及び生体適合性の基材を含む、請
求項１８記載の組織。
【請求項２０】
　それを必要としている対象の組織の損傷の治療で使用する、請求項１８から１９のいず
れか一項に記載の方法で調製した、組織。
【請求項２１】
　前記治療は、創傷、熱傷、傷又は手術瘢痕の治療である、請求項２０記載の組織。
【請求項２２】
　前記組織は、患者の自己由来の細胞を用いて調製する、請求項１８から２１のいずれか
一項に記載の組織。
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